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／旅行業法第17条第２項及び旅行業者営業保証金規則第４条第１項の規定により次のように公告します。
／令和○年○月○日（※①）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　○○県知事　○○　○○
１．権利実行の申し立てがなされた旅行業者の氏名又は名称、商号及び住所　株式会社○○○○○　○○県○○市○○○○○○○○○○
２．前号の旅行業者の登録番号　　○○県知事登録旅行業第○－○○○○号
３．第１号の旅行業者の営業保証金の権利実行のための配当表
弁済限度額　　2,461,900円
権利の実行の申し出の内容
	申　出　者
	旅行者であ
るか否か
	申出額
	債権限定額
	配当額
	手数料
	払渡し額

	○○観光自動車（株）
	　　否

	4,700,000円

	4,700,000円

	1,057,551円

	36,891円

	1,020,660円


	○○バス（株）

	　　否

	4,006,328円

	4,006,328円
	901,467円
	31,447円

	870,020円


	○○○○○交通（株）
	　　否

	2,234,925円

	2,234,925円

	502,882円

	17,542円

	485,340円



○○県出納長　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　85,800円
· 旅行業者営業保証金規則第11条第２項の規定により、還付の手続に要した費用（上表の各手数料の合計）については、○○県出納長に支払うこととする。

（※①）掲載日は、原稿をいただいた後、掲載可能な日をご連絡いたします。
・掲載希望日がある場合はご連絡ください。
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